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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行駆動源としてのエンジン（１１）と、該エンジンに繋がる動力伝達経路（２１，２
２）に設けられるクラッチ装置（１９）と、電源部（１４）に接続され、前記動力伝達経
路の動力により回生発電を実施して発電電力を前記電源部の側に供給する回転電機（１３
）と、前記電源部に接続される電気負荷（１５）と、を備える車両（１０）に適用され、
　所定の惰性走行実施条件の成立に応じて、前記クラッチ装置を遮断状態にして前記車両
の惰性走行を実施し、惰性走行中における所定の回生発電実施条件の成立に応じて、前記
クラッチ装置を接続状態にして惰性走行状態を解除するとともに、前記回生発電を実施す
る走行制御部と、
　前記車両における要求電力を算出する要求電力算出部と、
を備え、
　前記走行制御部は、前記惰性走行実施条件が成立する状態で算出された前記要求電力に
基づいて、前記惰性走行又は前記回転電機による回生発電を選択的に実施し、
　前記走行制御部は、前記要求電力が所定の電力閾値よりも大きいと判定された場合に、
前記回生発電を実施し、前記要求電力が前記電力閾値よりも小さいと判定された場合に、
前記惰性走行を実施し、
　惰性走行での車両減速状態において、駆動中の前記電気負荷として、一時的に駆動使用
される短期負荷（１５ａ，１５ｂ）が含まれているか否かを判定する短期負荷判定部を備
え、
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　前記短期負荷が含まれていると判定された場合に、前記短期負荷が含まれていない場合
よりも惰性走行が選択されやすくする車両制御装置（３１）。
【請求項２】
　前記電力閾値は、第１の電力閾値と、前記第１の電力閾値よりも大きい値である第２の
電力閾値とを有し、前記回生発電を実施している状態において前記要求電力が前記第１の
電力閾値よりも小さいと判定された場合に、前記惰性走行を許可し、前記惰性走行状態に
おいて前記要求電力が前記第２の電力閾値よりも大きいと判定された場合に前記回生発電
を許可する請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記要求電力算出部は、前記短期負荷が含まれていると判定された場合に、前記短期負
荷が含まれていない場合よりも前記要求電力を小さい値として算出する請求項１又は２に
記載の車両制御装置。
【請求項４】
　惰性走行での車両減速状態において、駆動中の前記電気負荷として、長期的に駆動使用
される所定の長期負荷（１５ｃ，１５ｄ）が含まれているか否かを判定する長期負荷判定
部を備え、
　前記所定の長期負荷が含まれていると判定された場合に、前記所定の長期負荷が含まれ
ていない場合よりも回生発電が選択されやすくする請求項１乃至３のいずれか１項に記載
の車両制御装置。
【請求項５】
　走行駆動源としてのエンジン（１１）と、該エンジンに繋がる動力伝達経路（２１，２
２）に設けられるクラッチ装置（１９）と、電源部（１４）に接続され、前記動力伝達経
路の動力により回生発電を実施して発電電力を前記電源部の側に供給する回転電機（１３
）と、前記電源部に接続される電気負荷（１５）と、を備える車両（１０）に適用され、
　所定の惰性走行実施条件の成立に応じて、前記クラッチ装置を遮断状態にして前記車両
の惰性走行を実施し、惰性走行中における所定の回生発電実施条件の成立に応じて、前記
クラッチ装置を接続状態にして惰性走行状態を解除するとともに、前記回生発電を実施す
る走行制御部と、
　前記車両における要求電力を算出する要求電力算出部と、
を備え、
　前記走行制御部は、前記惰性走行実施条件が成立する状態で算出された前記要求電力に
基づいて、前記惰性走行又は前記回転電機による回生発電を選択的に実施し、
　前記走行制御部は、前記要求電力が所定の電力閾値よりも大きいと判定された場合に、
前記回生発電を実施し、前記要求電力が前記電力閾値よりも小さいと判定された場合に、
前記惰性走行を実施し、
　惰性走行での車両減速状態において、駆動中の前記電気負荷として、長期的に駆動使用
される所定の長期負荷（１５ｃ，１５ｄ）が含まれているか否かを判定する長期負荷判定
部を備え、
　前記所定の長期負荷が含まれていると判定された場合に、前記所定の長期負荷が含まれ
ていない場合よりも回生発電が選択されやすくする車両制御装置（３１）。
【請求項６】
　前記要求電力算出部は、前記所定の長期負荷が含まれていると判定された場合に、前記
所定の長期負荷が含まれていない場合よりも前記要求電力を大きい値として算出する請求
項４又は５に記載の車両制御装置。
【請求項７】
　前記車両の走行中の消費電力と、該消費電力及び発電電力の電力収支との少なくともい
ずれかを履歴情報として記憶する履歴記憶部と、
　前記履歴情報に基づいて、前記電力閾値を設定する電力閾値設定部と、
を備える請求項１乃至６のいずれか１項に記載の車両制御装置。
【請求項８】
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　前記履歴記憶部は、複数定められた前記車両の走行条件ごとに、前記履歴情報として前
記消費電力及び前記電力収支の少なくともいずれかを記憶し、
　前記電力閾値設定部は、前記車両の現時点の走行条件に応じて、前記履歴情報を取得し
、その履歴情報に基づいて、前記電力閾値を設定する請求項７に記載の車両制御装置。
【請求項９】
　前記車両の減速状態において、その際に前記車両に要求される要求減速度を算出する要
求減速度算出部と、
　前記減速状態における前記要求電力に基づいて、所定の減速度閾値を設定する減速度閾
値設定部と、
を備え、
　前記走行制御部は、前記要求減速度と前記減速度閾値とに基づいて、前記惰性走行又は
前記回転電機による回生発電を選択的に実施する請求項１乃至８のいずれか１項に記載の
車両制御装置。
【請求項１０】
　前記走行制御部は、惰性走行状態において、前記要求減速度が前記減速度閾値よりも大
きいと判定された場合に、前記惰性走行を解除して前記回生発電を開始し、前記要求減速
度が前記減速度閾値よりも小さいと判定された場合に、前記惰性走行を維持する請求項９
に記載の車両制御装置。
【請求項１１】
　前記減速度閾値設定部は、前記要求電力が大きいほど、前記減速度閾値を小さい値に設
定する請求項１０に記載の車両制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両の走行中にドライバのブレーキ操作やアクセル操作がなされないことを検出し、エ
ンジンと変速機の間に設けられたクラッチを遮断状態にして、車両を惰性走行させる、い
わゆるコースティングが知られている（例えば、特許文献１）。このコースティングは、
車両の運動エネルギをそのまま走行に利用する技術であり、車両の走行距離を伸ばすこと
で燃費の向上を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２１９０８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、運動エネルギを電気エネルギに変換する回生も燃費の向上を図る技術として、実
用化されている。この回生は、エンジン出力軸又は車軸の回転によってモータを発電機と
して機能させる。そして、回生により生じた電気エネルギはバッテリに充電される。
【０００５】
　ここで、車両が惰性走行を実施している場合は、車両の運動エネルギはそのまま走行に
利用されることが望ましいため、惰性走行中は回生発電の実施が停止される。そのため、
惰性走行の実施により回生発電の機会が減少することとなる。かかる場合、車両の電力状
況によってはシステムの燃費効果を低減させてしまうおそれがある。すなわち、アイドリ
ングストップの実施が制限されたり、燃料消費による発電の機会が増えたりすること等が
生じると考えられる。
【０００６】
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　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、惰性走行及び回生発電を適
切に選択して実施し、燃費の向上を図ることができる車両制御装置の提供を主目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　第１の発明は、走行駆動源としてのエンジンと、該エンジンに繋がる動力伝達経路に設
けられるクラッチ装置と、電源部に接続され、前記動力伝達経路の動力により回生発電を
実施して発電電力を前記電源部の側に供給する回転電機と、前記電源部に接続される電気
負荷と、を備える車両に適用され、所定の惰性走行実施条件の成立に応じて、前記クラッ
チ装置を遮断状態にして前記車両の惰性走行を実施し、惰性走行中における所定の回生発
電実施条件の成立に応じて、前記クラッチ装置を接続状態にして惰性走行状態を解除する
とともに、前記回生発電を実施する走行制御部と、前記車両における要求電力を算出する
要求電力算出部と、を備え、前記走行制御部は、前記惰性走行実施条件が成立する状態で
算出された前記要求電力に基づいて、前記惰性走行又は前記回転電機による回生発電を選
択的に実施することを特徴とする。
【０００８】
　車両が惰性走行を実施している状態では、回生発電の実施が停止されるため、惰性走行
の実施により回生発電の機会が減少することとなる。かかる場合、車両の電力状況によっ
ては燃費に悪影響を与えるおそれがある。そのため、車両の電力状況を考慮しつつ、惰性
走行を実施することが望ましい。
【０００９】
　この点、上記構成では、車両における要求電力に基づいて、惰性走行と回転電機による
回生発電とを選択的に実施するようにした。この場合、車両の電力要求に応じて、適度に
回生発電の機会を設けることができる。その結果、車両の電力状態を安定に保ちつつ、燃
費に良好な走行を実施できる。これにより、惰性走行及び回生発電を適切に選択して実施
し、燃費の向上を図ることができる。
【００１０】
　なお、車両における要求電力には、電気負荷の駆動（すなわち電力消費）に伴い生じる
要求電力や、電源部における蓄電量の減少に伴い生じる要求電力が含まれる。
【００１１】
　第２の発明は、前記走行制御部は、前記要求電力が所定の電力閾値よりも大きいと判定
された場合に、前記回生発電を実施し、前記要求電力が前記電力閾値よりも小さいと判定
された場合に、前記惰性走行を実施することを特徴とする。
【００１２】
　上記構成では、要求電力が所定の電力閾値よりも大きい場合は、回転電機による回生発
電を実施するようにした。これにより、要求電力が大きい場合に、バッテリの電力消費を
抑えることができる。その結果、車両の電力状態を安定に保つことができる。また、上記
構成では、要求電力が電力閾値よりも小さい場合は、惰性走行を実施するようにした。こ
れにより、車両の要求電力が小さい場合に、車両の走行距離を伸ばすことができる。以上
により、惰性走行及び回生発電を適切に選択して実施し、燃費の向上を図ることができる
。
【００１３】
　第３の発明は、前記電力閾値は、第１の電力閾値と、前記第１の電力閾値よりも大きい
値である第２の電力閾値とを有し、前記回生発電を実施している状態において前記要求電
力が前記第１の電力閾値よりも小さいと判定された場合に、前記惰性走行を許可し、前記
惰性走行状態において前記要求電力が前記第２の電力閾値よりも大きいと判定された場合
に前記回生発電を許可することを特徴とする。
【００１４】
　上記構成では、電力閾値として二つの閾値を設定し、これら閾値の間にヒステリシスを
設けた。これにより、要求電力の変動により、回生発電実施の状態と惰性走行実施の状態
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とが頻繁に切り替えられ、それに起因してドライバビリティの悪化などが生じるといった
不都合を抑制できる。
【００１５】
　第４の発明は、惰性走行での車両減速状態において、駆動中の前記電気負荷として、一
時的に駆動使用される短期負荷が含まれているか否かを判定する短期負荷判定部を備え、
前記短期負荷が含まれていると判定された場合に、前記短期負荷が含まれていない場合よ
りも惰性走行が選択されやすくすることを特徴とする。
【００１６】
　車両の電気負荷には、一時的に駆動使用される短期負荷と長期的に駆動使用される長期
負荷が含まれると考えられる。例えば、ヘッドライトやエアコンコンプレッサ等の電気負
荷は、そのドライブサイクルにおいて長期的な駆動が予想される。それに対して、電動パ
ワーステアリングやラジエータファン等の電気負荷は一時的な駆動が予想される。
【００１７】
　この点、上記構成では、惰性走行中において、駆動中の電気負荷に短期負荷が含まれて
いれば、惰性走行が選択されやすくするようにした。これにより、惰性走行中に短期負荷
が使用されることで生じうる惰性走行及び回生発電の頻繁な切り替わりを抑制することが
できる。
【００１８】
　第５の発明は、前記要求電力算出部は、前記短期負荷が含まれていると判定された場合
に、前記短期負荷が含まれていない場合よりも前記要求電力を小さい値として算出するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　上記構成では、惰性走行中において、駆動中の電気負荷に短期負荷が含まれていれば、
短期負荷が含まれていない場合よりも要求電力を小さい値とするようにした。かかる場合
、短期負荷の駆動による電力分が除かれて、要求電力が算出される。これにより、要求電
力が短期的に電力閾値を上回ることで生じる惰性走行及び回生発電の頻繁な切り替わりを
抑制でき、ひいてはドライバビリティの悪化を抑制することができる。
【００２０】
　第６の発明は、惰性走行での車両減速状態において、駆動中の前記電気負荷として、長
期的に駆動使用される所定の長期負荷が含まれているか否かを判定する長期負荷判定部を
備え、前記所定の長期負荷が含まれていると判定された場合に、前記所定の長期負荷が含
まれていない場合よりも回生発電が選択されやすくすることを特徴とする。
【００２１】
　車両においては、電気負荷としてヘッドライトやエアコンコンプレッサ等、比較的長期
間で用いられる所定の長期負荷が含まれる。こうした長期負荷が駆動している場合は、継
続的に電力が消費され、その状況下では電源部の放電量が大きくなることで、発電要求が
頻繁に生じることが考えられる。この場合、回生発電と惰性走行が頻繁に切り替わるおそ
れがある。上記構成では、惰性走行中において、駆動中の電気負荷に所定の長期負荷が含
まれていれば、回生発電が選択されやすくするようにした。これにより、継続的な長期負
荷の使用に起因する車両の発電要求に応えるとともに、惰性走行及び回生発電の頻繁な切
り替わりを抑制することができる。
【００２２】
　第７の発明は、前記要求電力算出部は、前記所定の長期負荷が含まれていると判定され
た場合に、前記所定の長期負荷が含まれていない場合よりも前記要求電力を大きい値とし
て算出することを特徴とする。
【００２３】
　上記構成では、惰性走行中において、駆動中の電気負荷に所定の長期負荷が含まれてい
れば、所定の長期負荷が含まれていない場合よりも要求電力を大きい値とするようにした
。かかる場合、要求電力は、実際の要求電力よりも大きい値として算出される。これによ
り、回生発電が選択されやすくなり車両の発電要求に応えるとともに、惰性走行及び回生
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発電の頻繁な切り替わりを抑制することができる。
【００２４】
　第８の発明は、前記車両の走行中の消費電力と、該消費電力及び発電電力の電力収支と
の少なくともいずれかを履歴情報として記憶する履歴記憶部と、前記履歴情報に基づいて
、前記電力閾値を設定する電力閾値設定部と、を備えることを特徴とする。
【００２５】
　上記構成では、車両の走行中の電力消費に関する履歴情報に基づいて、電力閾値を設定
するようにした。履歴情報からドライバ又は車両の走行中の電力消費の傾向を把握するこ
とができる。かかる場合、例えば電力消費の大きい傾向にあるドライバであれば、電力閾
値を小さい値として設定することができる。これにより、ドライバ又は車両の運転傾向に
応じた閾値を設定することができ、走行方式を適切に選択して実施することができる。
【００２６】
　第９の発明は、前記履歴記憶部は、複数定められた前記車両の走行条件ごとに、前記履
歴情報として前記消費電力及び前記電力収支の少なくともいずれかを記憶し、前記電力閾
値設定部は、前記車両の現時点の走行条件に応じて、前記履歴情報を取得し、その履歴情
報に基づいて、前記電力閾値を設定することを特徴とする。
【００２７】
　走行中の外部環境、すなわち車両の走行条件によって、電気負荷の駆動による消費電力
は変化しうる。例えば、夜間の運転時はヘッドライトの点灯により、昼間の運転時に比べ
て消費電力は大きくなる傾向がある。また、雨天時はワイパの作動によって、晴天時に比
べて消費電力は大きくなる傾向があると考えられる。
【００２８】
　この点、上記構成では、車両の現時点の走行条件に応じて、履歴情報を取得し、その履
歴情報に基づいて電力閾値を設定するようにした。かかる場合、現時点の走行条件に合っ
た履歴情報、つまり電力消費に影響する条件を合わせた履歴情報を電力閾値の設定に用い
る。そのため、要求電力の大小比較の基準となる閾値として適した値を設定することがで
きる。
【００２９】
　第１０の発明は、前記車両の減速状態において、その際に前記車両に要求される要求減
速度を算出する要求減速度算出部と、前記減速状態における前記要求電力に基づいて、所
定の減速度閾値を設定する減速度閾値設定部と、を備え、前記走行制御部は、前記要求減
速度と前記減速度閾値とに基づいて、前記惰性走行又は前記回転電機による回生発電を選
択的に実施することを特徴とする。
【００３０】
　惰性走行の実施には、車両の要求減速度が関与する。つまり、惰性走行の開始や解除の
可否に際し、要求減速度は一つの要件として判断される。例えば、惰性走行中にブレーキ
操作が行われることで、要求減速度が減速度閾値よりも大きくなると、惰性走行は解除さ
れる。上記構成では、車両が減速状態において、車両における要求電力に基づいて減速度
閾値を設定し、要求減速度と減速度閾値とに基づいて、惰性走行と回転電機による回生発
電とを選択的に実施するようにした。これにより、惰性走行の実施に関わる要件である減
速度に車両の電力状態を反映することができる。
【００３１】
　第１１の発明は、前記走行制御部は、惰性走行状態において、前記要求減速度が前記減
速度閾値よりも大きいと判定された場合に、前記惰性走行を解除して前記回生発電を開始
し、前記要求減速度が前記減速度閾値よりも小さいと判定された場合に、前記惰性走行を
維持することを特徴とする。
【００３２】
　上記構成では、惰性走行状態における車両の要求電力に基づいて減速度閾値を設定する
ようにした。これにより、惰性走行の継続又は解除の判断に車両の要求電力を反映するこ
とができる。また、減速度閾値と車両の要求減速度とを比較して、要求減速度が減速度閾
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値よりも大きい場合は、惰性走行を解除して回生発電を開始するようにした。かかる場合
、回生発電へ切り替えることで、バッテリの電力消費を抑えるとともに、回生発電に伴う
負荷、つまり回生ブレーキによって車両の要求減速度に応えることができる。一方、要求
減速度が減速度閾値よりも小さい場合は、惰性走行を維持するようにした。この場合、惰
性走行を実施することで、走行距離を伸ばすことができる。以上により、惰性走行及び回
生発電を適切に選択して実施し、燃費の向上を図ることができる。
【００３３】
　第１２の発明は、前記減速度閾値設定部は、前記要求電力が大きいほど、前記減速度閾
値を小さい値に設定することを特徴とする。
【００３４】
　上記構成では、要求電力が大きいほど、減速度閾値が小さい値となるようにした。この
場合、惰性走行の状態において、減速度閾値が小さくなることで惰性走行から回生発電へ
の切り替えが実施されやすくなる。これにより、車両の電力状態に応じた走行の選択が可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】車両制御システムの概略を示す構成図。
【図２】車速に応じた減速度特性を示す図。
【図３】惰性走行の許可判定処理のフローチャート。
【図４】履歴情報の記憶処理のフローチャート。
【図５】消費電力と電力閾値との関係を示す図。
【図６】走行制御処理のフローチャート。
【図７】ブレーキ操作量と減速度との関係を示す図。
【図８】車速に応じた減速度特性を示す図。
【図９】要求電力と係数αとの関係を示す図。
【図１０】アクセル操作量と減速度との関係を示す図。
【図１１】要求電力と係数βとの関係を示す図。
【図１２】本実施形態の処理のタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態は、走行駆
動源としてのエンジンと回生発電が可能なＩＳＧ（Integrated Starter Generator）とを
備える車両において、クラッチを動力遮断状態にして走行する惰性走行（コースティング
走行）と、クラッチを動力伝達状態にして走行する通常走行とを選択的に実施するものと
している。なお、通常走行には、車両の運動エネルギの回生を行う回生発電による走行が
含まれる。
【００３７】
　図１に示す車両１０において、エンジン１１は、ガソリンや軽油等の燃料の燃焼により
駆動される多気筒内燃機関であり、周知のとおり燃料噴射弁や点火装置等を適宜備えてい
る。エンジン１１には、発電機としてのＩＳＧ１３が一体に設けられており、ＩＳＧ１３
の回転軸はエンジン出力軸１２に対してベルト等により駆動連結されている。この場合、
エンジン出力軸１２の回転によってＩＳＧ１３の回転軸が回転する一方、ＩＳＧ１３の回
転軸の回転によってエンジン出力軸１２が回転する。つまり、ＩＳＧ１３は、エンジン出
力軸１２の回転により発電（回生発電）を行う発電機能と、エンジン出力軸１２に回転力
を付与する動力出力機能とを備えるものとなっている。エンジン始動時には、ＩＳＧ１３
の回転によりエンジン１１に初期回転（クランキング回転）が付与される。
【００３８】
　ＩＳＧ１３には電源部としての車載のバッテリ１４が電気接続されている。この場合、
バッテリ１４から電力を供給されることでＩＳＧ１３が駆動されるとともに、ＩＳＧ１３
の発電電力によりバッテリ１４が充電される。バッテリ１４には車両に搭載される電気負
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荷１５が電気接続されており、バッテリ１４の電力が電気負荷１５の駆動に用いられる。
電気負荷１５としては、電動パワーステアリング１５ａ、ラジエータファン１５ｂ、ヘッ
ドライト１５ｃ、エアコンコンプレッサ１５ｄ等が挙げられる。
【００３９】
　また、車両１０には、エンジン出力軸１２の回転により駆動される被駆動装置として、
ＩＳＧ１３以外に、ウォータポンプや燃料ポンプといった補機１８が搭載されている。な
おその他に、被駆動装置が含まれていてもよい。被駆動装置には、ベルト等によりエンジ
ン１１に駆動連結されたもの以外に、エンジン出力軸１２に直結されたものや、エンジン
出力軸１２との結合状態がクラッチ手段により断続されるものが含まれる。
【００４０】
　エンジン出力軸１２には、動力伝達機能を有するクラッチ装置１９を介して変速機２０
が接続されている。クラッチ装置１９は例えば摩擦式クラッチであり、エンジン出力軸１
２に接続されたエンジン１１側の円板（フライホイール等）と、トランスミッション入力
軸２１に接続された変速機２０側の円板（クラッチディスク等）とを有する一組のクラッ
チ機構を備えている。クラッチ装置１９において両円板が相互に接触することで、エンジ
ン１１と変速機２０との間で動力が伝達される動力伝達状態（クラッチ接続状態）となり
、両円板が相互に離間することで、エンジン１１と変速機２０との間の動力伝達が遮断さ
れる動力遮断状態（クラッチ遮断状態）となる。本実施形態のクラッチ装置１９は、クラ
ッチ接続状態／クラッチ遮断状態の切り替えをモータ等のアクチュエータによって行う自
動クラッチとして構成されている。なお、変速機２０の内部にクラッチ装置１９が設けら
れる構成であってもよい。
【００４１】
　変速機２０は、例えば無段変速機（ＣＶＴ）、又は複数の変速段を有する多段変速機で
ある。変速機２０は、トランスミッション入力軸２１から入力されるエンジン１１の動力
を、車速やエンジン回転速度に応じた変速比により変速してトランスミッション出力軸２
２に出力する。
【００４２】
　トランスミッション出力軸２２には、ディファレンシャルギア２５及びドライブシャフ
ト２６（車両駆動軸）を介して車輪２７が接続されている。また、車輪２７には、図示し
ない油圧回路等により駆動されることで各車輪２７に対してブレーキ力を付与するブレー
キ装置２８が設けられている。ブレーキ装置２８は、ブレーキペダルの踏力を作動油に伝
達する図示しないマスタシリンダの圧力に応じて、各車輪２７に対するブレーキ力を調整
する。
【００４３】
　また、本システムでは、車載の制御手段として、エンジン１１の運転状態を制御するエ
ンジンＥＣＵ３１と、クラッチ装置１９及び変速機２０を制御するトランスミッションＥ
ＣＵ３２とを備えている。これら各ＥＣＵ３１，３２は、いずれもマイクロコンピュータ
や各種メモリ等を備えてなる周知の電子制御装置であり、本システムに設けられている各
種センサの検出結果等に基づいて、エンジン１１や変速機２０等の制御を適宜実施する。
各ＥＣＵ３１，３２は相互に通信可能に接続されており、制御信号やデータ信号等を互い
に共有できるものとなっている。なお本実施形態では、２つのＥＣＵ３１，３２を備える
構成とし、そのうちエンジンＥＣＵ３１により「車両制御装置」を構成するが、これに限
らず、２つ以上のＥＣＵにより車両制御装置を構成する等であってもよい。
【００４４】
　なお、エンジンＥＣＵ３１のメモリには、過去のドライブサイクル、すなわちイグニッ
ションオンからイグニッションオフまでの期間における消費電力や、消費電力及び発電電
力との電力収支といった履歴情報が、様々な走行条件ごとに記憶される。走行条件、すな
わち走行中の外部環境としては、例えば昼間や夜間等の時間帯の条件、晴天や雨天等の天
候の条件、気温の高低等の気温に関する条件等が挙げられる。なお、これらの各条件は、
複数の条件を組み合わせて記憶される。
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【００４５】
　センサ類としては、アクセル操作部材としてのアクセルペダルの踏込み操作量（アクセ
ル操作量）を検出するアクセルセンサ４１、ブレーキ操作部材としてのブレーキペダルの
踏込み操作量（ブレーキ操作量）を検出するブレーキセンサ４２、車速を検出する車速セ
ンサ４３、車両１０の走行路面の傾斜角を検出する傾斜角センサ４４、エンジン回転速度
を検出する回転速度センサ４５、マスタシリンダの圧力を検出するブレーキ圧センサ４６
、バッテリ１４の状態を検出するバッテリセンサ４７等が設けられており、これら各セン
サの検出信号がエンジンＥＣＵ３１に逐次入力される。なお、バッテリセンサ４７には、
バッテリ１４において流出又は流入する電流（充放電電流）を検出する電流センサ、バッ
テリ１４の端子間電圧を検出する電圧センサ、バッテリ１４の温度を検出する温度センサ
等が含まれる。その他、本システムには、エンジン負荷を検出する負荷センサ（エアフロ
メータ、吸気圧センサ）、冷却水温センサ、外気温センサ、大気圧センサ等が設けられて
いるが、図示は省略している。
【００４６】
　エンジンＥＣＵ３１は、各種センサの検出結果等に基づいて、燃料噴射弁による燃料噴
射量制御及び点火装置による点火制御などの各種エンジン制御や、ＩＳＧ１３によるエン
ジン始動、エンジントルクアシスト及び発電の制御、ブレーキ装置２８によるブレーキ制
御を実施する。また、トランスミッションＥＣＵ３２は、各種センサの検出結果等に基づ
いて、クラッチ装置１９の断続制御や変速機２０の変速制御を実施する。
【００４７】
　本実施形態の車両１０は、エンジン１１の運転により車両１０を走行させている状況下
でクラッチ装置１９を遮断状態にして惰性走行を行う機能、及び運動エネルギの回生によ
り発電を行う機能を有しており、これらの機能を実施することにより燃費改善を図るよう
にしている。エンジンＥＣＵ３１は、惰性走行に関する制御機能を有しており、エンジン
１１を運転状態、クラッチ装置１９を接続状態（クラッチオンの状態）にして車両１０を
走行させる通常走行状態と、エンジン１１を停止状態、クラッチ装置１９を遮断状態（ク
ラッチオフの状態）にして車両１０を惰性走行させる惰性走行状態との切り替えを実施す
る。エンジンＥＣＵ３１は、通常走行状態において、バッテリ１４のＳＯＣ等に応じて適
宜発電を実施する。
【００４８】
　なお、惰性走行状態としてエンジン１１を停止状態、クラッチ装置１９を遮断状態にす
る構成以外に、惰性走行状態としてエンジン１１を運転状態（例えばアイドル状態）、ク
ラッチ装置１９を遮断状態にする構成であってもよい。この場合、クラッチオフ状態下に
おいて、次の再加速等に備えてエンジン１１を運転状態のままとし、その際に燃料を節約
すべくアイドル回転状態で維持するとよい。
【００４９】
　この場合、エンジンＥＣＵ３１は、車両１０の通常走行中において、アクセル条件及び
ブレーキ条件を含む所定の惰性走行実施条件の成立に応じて、クラッチ装置１９を遮断状
態（オフ状態）にして車両１０を惰性走行状態とする。なお、惰性走行実施条件には、エ
ンジン回転速度が所定値以上（例えばアイドル回転速度以上）で安定していること、車速
が所定範囲（例えば２０～１２０ｋｍ／ｈ）内であること、路面勾配（傾斜）が所定範囲
内であること等が含まれているとよい。また、エンジンＥＣＵ３１は、車両１０の惰性走
行中において、アクセル条件及びブレーキ条件を含む所定の解除条件の成立に応じて、ク
ラッチ装置１９を接続状態（オン状態）にして惰性走行状態を解除する。このとき、惰性
走行の実施条件が非成立になることに伴い惰性走行状態を解除するとよい。
【００５０】
　惰性走行は、車両の持つ運動エネルギをできるだけロスさせることなく走行に使用する
技術である。例えば、通常走行時はエンジンのフリクション等によるエンジンブレーキが
車両に加わるため、動力伝達経路と動力源であるエンジンとの間のクラッチを切り離すこ
とで、運動エネルギのロスを低減させることができる。しかし、惰性走行を実施している
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状態では、車両の運動エネルギはそのまま走行に利用されることが望ましいため、運動エ
ネルギを電気エネルギに変換する回生発電の実施が停止される。その結果、惰性走行の実
施により回生発電の機会が減少することになる。
【００５１】
　そこで、本実施形態では、エンジンＥＣＵ３１は、所定の惰性走行実施条件の成立に応
じて、クラッチ装置１９を遮断状態にして車両１０の惰性走行を実施し、惰性走行中にお
ける所定の回生発電実施条件の成立に応じて、クラッチ装置１９を接続状態にして惰性走
行状態を解除するとともに、回生発電を実施する。具体的には、惰性走行実施条件が成立
する状態で算出された車両における要求電力に基づいて、惰性走行又は回生発電を選択的
に実施するようにした。
【００５２】
　より詳しくは、例えば車両１０が惰性走行の状態においては、惰性走行実施条件が成立
する状態での車両の要求電力Ｗに基づいて、惰性走行を維持するのか、回生発電へ切り替
えるのかを判断する。また、車両１０が通常走行（非惰性走行）の状態においては、惰性
走行実施条件が成立する状態での車両の要求電力Ｗに基づいて、惰性走行を実行するのか
、回生発電を実行するのかを判断する。なお、いずれを選択するかについては、車両にお
ける要求電力Ｗと電力閾値Ａとに基づいて判断している。そして、要求電力Ｗが大きい場
合は、回生発電を優先して選択できるようにし、要求電力Ｗが小さい場合は、惰性走行を
優先して選択できるようにしている。
【００５３】
　このように本実施形態では、エンジンＥＣＵ３１は、車両における要求電力を算出する
要求電力算出部３３と、要求電力に基づいて、惰性走行又は回生発電を選択的に実施する
走行制御部３４とを有する。
【００５４】
　ところで、車両における要求電力Ｗは、例えば駆動中の電気負荷１５の消費電力に基づ
いて算出される。電気負荷１５の消費電力は、電気負荷１５のオンオフ等に伴って走行中
も常時変化している。ここで、電気負荷１５には、運転中常時作動するものと、その運転
状態によって作動するものとがある。さらに、運転状態によって作動する電気負荷１５に
は、そのドライブサイクルにおいて長期的な使用が予想される電気負荷（つまり、長期負
荷）と、短期的な使用が予想される電気負荷（つまり、短期負荷）があると考えられる。
例えば、ヘッドライト１５ｃやエアコンコンプレッサ１５ｄ等の電気負荷１５は長期的な
使用、つまりそのドライブサイクルにおいて長時間の使用が予想される。それに対して、
電動パワーステアリング１５ａやラジエータファン１５ｂ等の電気負荷１５は一時的な使
用、つまり一回の駆動における作動時間が短時間（例えば、１分以内）であると予想され
る。
【００５５】
　ここで、短期負荷の一時的なオンオフが生じた場合、電気負荷１５の消費電力は短い周
期で変動すると考えられる。かかる場合、要求電力Ｗが電力閾値Ａをまたがって変動する
こととなれば、惰性走行実施の状態と回生発電実施の状態とが頻繁に切り替わることとな
る。その結果、ドライバビリティの悪化などが生じることが懸念される。
【００５６】
　そこで、本実施形態では、惰性走行の状態において、駆動中の電気負荷１５に短期負荷
が含まれている場合には、惰性走行が選択されやすいようにしている。具体的には、短期
負荷として電動パワーステアリング１５ａ等が駆動している場合には、その短期負荷を除
いた電気負荷１５の消費電力を要求電力Ｗとしている。すなわち、短期負荷の駆動による
電力分は一時的なものとみなし、要求電力Ｗに考慮しない。これにより、短期負荷のオン
オフに伴う電気負荷１５の消費電力の変動を抑えることができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、駆動中の電気負荷１５に長期負荷が含まれている場合には、回
生発電が選択されやすいようにしている。具体的には、長期負荷としてヘッドライト１５
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ｃ等が駆動している場合には、実際の消費電力よりも大きく見積もった値（例えば、１０
％増加した値）を要求電力Ｗとして算出している。これにより、継続的な長期負荷の使用
に起因する車両の発電要求に応えるとともに、惰性走行及び回生発電の頻繁な切り替わり
を抑制することができる。
【００５８】
　一方で、走行中の電気負荷１５の駆動状況は、ドライバや車両によって様々である。例
えば、エアコンを高出力で作動させたり、オーディオ機器を大音量で作動させたりするド
ライバがいる一方で、電気負荷１５をほとんど使用しないドライバもいる。そのため、個
々のドライバや個々の車両における電気負荷１５の使用傾向、つまり走行中の電力消費の
傾向に合わせて、惰性走行及び回生発電の判断が行われることがより望ましい。
【００５９】
　そこで、本実施形態では要求電力Ｗと比較される電力閾値Ａを、履歴情報に基づいて設
定するようにしている。履歴情報は、走行条件ごとの過去のドライブサイクルにおける車
両の電力に関する情報、すなわち走行中の消費電力や消費電力及び発電電力との電力収支
等である。そして、履歴情報により、例えば電力消費の大きいドライバ又は車両であると
判断された場合には、回生発電が選択されやすくなるように電力閾値を設定する。具体的
には、電力閾値を小さい値として設定する。一方、電力消費の小さいドライバ又は車両で
あると判断された場合には、惰性走行が選択されやすくなるように電力閾値を設定する。
具体的には、電力閾値を大きい値として設定する。
【００６０】
　また、惰性走行の実施の可否にあたって、車両の要求減速度も判断される。車両１０が
アクセルオフ、かつクラッチオフの状態で惰性走行している場合には、車速は比較的緩や
かに減少する。その時の減速度は車速に応じた値になり、例えば図２にクラッチオフ時特
性ＸＡとして示すような減速度特性を呈する。かかる状態は、エンジンブレーキがなく、
主に車両走行抵抗により減速される緩減速状態となる。なお、図２では減速度をマイナス
の加速度として示している。
【００６１】
　これに対し、車両１０がアクセルオフ、かつクラッチオンの状態で通常走行している場
合には、惰性走行時よりも減速度が大きくなり、例えば図２にクラッチオン時特性ＸＢと
して示すような減速度特性を呈する。言うなれば、アクセルオフでの車両走行中において
、クラッチオフであればドライバは特性ＸＡの減速度を体感し、クラッチオンであればド
ライバは特性ＸＢの減速度を体感する。なお、図２の特性は、変速機２０としてＣＶＴを
用いた場合を想定し、車速に応じてＣＶＴの変速比が切り替えられることを考慮して定め
られている。また、惰性走行の実施に際し、クラッチオン時特性ＸＢ及びクラッチオフ時
特性ＸＡの減速度を減速度閾値として設定することができる。
【００６２】
　例えば、車両１０が惰性走行の状態、つまり図２の特性ＸＡと特性ＸＢの間の領域にお
いて、惰性走行による緩減速状態で車両の要求減速度が満たされる場合は、惰性走行が維
持される。すなわち、かかる場合はブレーキ装置２８による制動力を必要としない。一方
、惰性走行を実施している際に前方車両との車間距離が縮まること等によって、制動力を
必要とする場合には、ドライバによりブレーキ操作がなされる。かかる場合、クラッチオ
ン時特性ＸＢで示される減速度を要求減速度が上回ることで、惰性走行が解除される。つ
まりこの場合、図２のＹ１の状態変化となり、惰性走行による減速では車両の要求減速度
が満たされなくなる。一方、車両１０が通常走行で減速し始める場合において、その減速
度がある程度大きくなると、惰性走行に移行する。この場合、図２のＹ２の状態変化とな
る。
【００６３】
　本実施形態では、車両における要求電力Ｗに基づいて、惰性走行の実施の判断に用いら
れる減速度閾値を設定するようにした。具体的には、惰性走行の状態においては、車両に
おける要求電力Ｗが大きいほど、減速度閾値を小さい値として設定するようにした。そし
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て、車両の要求減速度が減速度閾値よりも小さい場合に惰性走行を維持することとし、大
きい場合に回生発電に切り替えることとした。かかる場合、要求電力Ｗが大きい状態であ
れば、惰性走行から回生発電への切り替えが実施されやすくなる。さらに、回生発電に伴
う負荷、つまり回生ブレーキを働かせることで、車両の要求減速度に応えることができる
。
【００６４】
　一方、通常走行の状態においては、車両における要求電力Ｗが大きいほど、減速度閾値
を大きい値として設定するようにした。そして、車両の要求減速度が減速度閾値よりも大
きい場合に惰性走行を実施することとし、小さい場合に回生発電を実施することとした。
かかる場合、要求電力Ｗが大きい状態であれば、惰性走行よりも回生発電の方が実施され
やすくなる。
【００６５】
　次に、車両の要求電力Ｗに基づく惰性走行の許可判定の処理について、図３のフローチ
ャートを用いて説明する。本処理はエンジンＥＣＵ３１により所定周期で繰り返し実施さ
れる。なお、本実施形態では、電気負荷１５の駆動に伴い生じる要求電力、すなわち電気
負荷１５の消費電力を車両における要求電力Ｗとして用いる。
【００６６】
　図３において、まずステップＳ１１では、電気負荷１５が駆動しているか否かを判定す
る。ステップＳ１１がＹＥＳであればステップＳ１２に進み、ＮＯであればステップＳ１
５に進む。ステップＳ１２では、駆動中の電気負荷１５に短期負荷が含まれるか否かを判
定する。つまり、電動パワーステアリング１５ａやラジエータファン１５ｂ等の短期負荷
が駆動しているか否かを判定する。そして、ステップＳ１２がＹＥＳであれば、ステップ
Ｓ１３へ進み、駆動中の電気負荷１５のうち短期負荷を除いた電気負荷１５の消費電力Ｗ
１を算出する。例えば、その短期負荷の駆動が開始される前の消費電力を、短期負荷の駆
動中の消費電力Ｗ１として算出する。
【００６７】
　一方、ステップＳ１２がＮＯであれば、ステップＳ１４へ進み、駆動中の電気負荷１５
に長期負荷が含まれるか否かを判定する。つまり、ヘッドライト１５ｃやエアコンコンプ
レッサ１５ｄ等の長期負荷が駆動しているか否かを判定する。そして、ステップＳ１４が
ＹＥＳであれば、ステップＳ１５へ進み、実際の消費電力よりも大きく見積もった値（例
えば１０％増加した値）を消費電力Ｗ２として算出する。消費電力Ｗ２の算出に際しては
、例えば実際の消費電力の値に、所定の係数を演算処理することで得られる。
【００６８】
　なお、ステップＳ１２が「短期負荷判定部」に相当し、ステップＳ１４が「長期負荷判
定部」相当する。
【００６９】
　一方、ステップＳ１４がＮＯであれば、ステップＳ１６へ進み、駆動中の電気負荷１５
の実際の消費電力を消費電力Ｗ３として算出する。実際の消費電力は、例えばバッテリ１
４に設けられるバッテリセンサ４７により検出される電流値に基づいて算出される。なお
、電気負荷１５の消費電力が大きいほど、車両としての要求電力Ｗは大きい値となる。こ
こで、以下の工程においては、ステップＳ１３、ステップＳ１５、ステップＳ１６で算出
した消費電力Ｗ１，Ｗ２，Ｗ３のいずれか一つの消費電力を車両における要求電力Ｗとし
て用いる。すなわち、ステップＳ１３，Ｓ１５，Ｓ１６が「要求電力算出部」に相当する
。
【００７０】
　続くステップＳ１７では、過去のドライブサイクル時の車両の電力に関する履歴情報を
取得する。履歴情報として、例えば走行中の消費電力を用いる。またこの場合、現時点の
走行環境と同じ環境下での履歴情報を取得する。すなわち、車両の現時点の走行条件を把
握し、その走行条件に合った過去の走行時の履歴情報を取得する。
【００７１】
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　例えば、夜間の運転時はヘッドライト１５ｃの点灯により、昼間の運転時に比べて消費
電力は大きくなると考えられる。また、雨天時はワイパの作動によって、晴天時に比べて
消費電力は大きくなると考えられる。このように、運転時の外部環境によって、電気負荷
１５の駆動による消費電力は変化しうる。そのため、条件を合わせた環境下での履歴情報
を用いる方が好ましい。
【００７２】
　なお、ステップＳ１７で取得される履歴情報は、エンジンＥＣＵ３１内のメモリに記憶
されている。ここで、履歴情報を記憶する処理について、図４のフローチャートを用いて
説明する。本処理は、エンジンＥＣＵ３１により、イグニッションオンすなわち車両走行
中の状況下において、所定周期で繰り返し実施される。まず、ステップＳ１０１では、車
両１０の走行条件を取得する。走行条件には、夜間や昼間といった時間帯、雨天や晴天と
いった天候等が含まれる。ステップＳ１０２では、電気負荷１５の駆動に基づく消費電力
を取得する。消費電力は、例えばバッテリセンサ４７により検出される電流値に基づいて
算出される。ステップＳ１０３では、走行条件ごとの消費電力を履歴情報として記憶する
。ここで、ステップＳ１０３が「履歴記憶部」に相当する。
【００７３】
　なお、図４のステップＳ１０２において、消費電力の取得に代えて、走行中の電力消費
及び発電電力の電力収支を取得する構成としてもよい。電力収支は、イグニッションオン
時のバッテリ残容量（ＳＯＣ）と、イグニッションオフ時のバッテリＳＯＣを比較するこ
とで算出することができる。この場合、走行によりバッテリＳＯＣが減少した場合は、電
力消費が大きい傾向にあるといえ、バッテリＳＯＣが増加した場合は、電力消費が小さい
傾向にあるといえる。
【００７４】
　続いて、ステップＳ１８へ進み、履歴情報に基づいて、電力閾値Ａ１，Ａ２を設定する
。この場合、電力閾値として、惰性走行の許可を判定するＡ１と、Ａ１よりも大きい値で
、回生発電の許可を判定するＡ２とを設定する。なお、これらの閾値の間にはヒステリシ
スを設けている。ここで、電力閾値Ａ１，Ａ２の値と、履歴情報に基づく消費電力とは例
えば図５に示すような相関関係を有する。すなわち、消費電力が大きいほど、電力閾値Ａ
１，Ａ２を小さい値として設定する。言い換えると、電力消費の大きい傾向にあるドライ
バであれば、回生発電が選択されやすいように閾値を設定し、電力消費の小さい傾向にあ
るドライバであれば、惰性走行が選択されやすいように閾値を設定する。なお、ステップ
Ｓ１８が「電力閾値設定部」に相当する。
【００７５】
　ステップＳ１９では、惰性走行の実施許可を示す許可フラグがオフか否かを判定する。
ステップＳ１９がＹＥＳであれば、ステップＳ２０へ進み、要求電力Ｗが電力閾値Ａ１よ
りも小さいか否かを判定する。ステップＳ２０がＹＥＳであれば、ステップＳ２１へ進み
、許可フラグをオンにし、ＮＯであれば、そのまま本処理を終了する。一方、ステップＳ
１９がＮＯであれば、ステップＳ２２へ進み、要求電力Ｗが電力閾値Ａ２よりも大きいか
否かを判定する。ステップＳ２２がＹＥＳであれば、ステップＳ２３へ進み、許可フラグ
をオフにし、ＮＯであれば、そのまま本処理を終了する。
【００７６】
　なお、許可判定の処理において、回生発電を実施している状態から惰性走行を許可し、
惰性走行を実施している状態から回生発電を許可する構成としてもよい。具体的には、回
生発電を実施している状態か惰性走行を実施している状態かを判定し、回生発電を実施し
ている状態において要求電力Ｗが電力閾値Ａ１よりも小さいと判定された場合に惰性走行
を許可し、惰性走行を実施している状態において要求電力Ｗが電力閾値Ａ２よりも大きい
と判定された場合に回生発電を許可する構成としてもよい。
【００７７】
　次に、本発明における車両制御装置の走行制御処理について、図６のフローチャートを
用いて説明する。本処理はエンジンＥＣＵ３１により所定周期で繰り返し実施される。
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【００７８】
　図６において、ステップＳ３１では、今現在、車両１０がクラッチオフの惰性走行状態
であるか否かを判定し、ＹＥＳであればステップＳ３２に進み、ＮＯであればステップＳ
４１に進む。ステップＳ３２では、ブレーキオンの状態になっている状態であるか否かを
判定する。ブレーキオンの状態であることは、例えばブレーキセンサ４２により検出した
ブレーキ操作量が０よりも大きいこと等に基づいて判定される。ステップＳ３２がＹＥＳ
であればステップＳ３３に進み、ＮＯであれば本処理を終了する。
【００７９】
　ステップＳ３３では、図３の処理における許可フラグがオフであるか否かを判定する。
ＹＥＳであれば、ステップＳ３４へ進み、回生発電へ移行する。つまりこの場合、車両に
おける要求電力Ｗが大きい状況にあるため、惰性走行から回生発電へ切り替えを実行する
。
【００８０】
　一方、ステップＳ３３がＮＯであればステップＳ３５へ進み、ブレーキ操作等に伴って
生じる車両の要求減速度Ｄ１を算出する。具体的には、図７の関係を用いて要求減速度Ｄ
１を算出する。図７では、ブレーキ操作量と車速と減速度との関係が定められており、ブ
レーキセンサ４２により検出したブレーキ操作量（ブレーキペダル踏み込み量）に基づい
て要求減速度Ｄ１を算出する。この場合、ブレーキ操作量又は車速が大きいほど、要求減
速度Ｄ１として大きい値が算出される。
【００８１】
　続くステップＳ３６では、図３の処理で算出される要求電力Ｗを取得する。続いて、ス
テップＳ３７へ進み、要求電力Ｗに基づいて減速度閾値Ｂ１を設定する。ここで、減速度
閾値Ｂ１の算出に際しては、例えばアクセルオフかつクラッチオンの状態での車両の減速
度に基づいて、まずは基準値Ｂ１ｘが定められる。具体的には、図８に示す相関データを
用いて基準値Ｂ１ｘを算出する。図８は、図２と同様の特性ＸＡ，ＸＢを示すものであり
、便宜上縦軸を「減速度」としている。この場合、図８のクラッチオン時特性ＸＢは、ア
クセルオフかつクラッチオンの状態での車両減速度と、車速との相関を示す相関データに
相当し、この相関データを用い、現車速に基づいて基準値Ｂ１ｘを算出する。なお、基準
値Ｂ１ｘは、後述する基準値Ｂ２ｘよりも減速度が大きい値として算出される。
【００８２】
　そして、得られた基準値Ｂ１ｘに、補正値（例えば、係数α）を用いて演算処理するこ
とで閾値Ｂ１を算出する。ここで、係数αと要求電力Ｗとは、例えば図９に示すような相
関関係を有する。図９より、要求電力Ｗが大きいほど、係数αは小さい値として算出され
る。これにより、要求電力Ｗが大きいほど、減速度閾値Ｂ１は小さい値として算出される
ことになり、その結果、回生発電への切り替えが実行されやすくなる。
【００８３】
　続いて、ステップＳ３８へ進み、要求減速度Ｄ１が閾値Ｂ１よりも小さいか否かを判定
する。ステップＳ３８がＹＥＳであれば、惰性走行を維持することを決定し、ＮＯであれ
ば、惰性走行を解除し回生発電に移行することを決定する。
【００８４】
　また、ステップＳ４１では、今現在、車両１０がクラッチオンの通常走行状態であるか
否かを判定し、ＹＥＳであればステップＳ４２に進む。ステップＳ４２では、アクセルオ
ンの状態であり、かつ車両が減速状態になっている状態であるか否かを判定する。アクセ
ルオンの状態であることは、アクセルセンサ４１により検出したアクセル操作量が０より
も大きいことに基づいて判定される。車両が減速状態になっていることは、車速センサ４
３により検出した車速が減少している状態であることに基づいて判定される。ステップＳ
４２がＹＥＳであればステップＳ４３に進む。
【００８５】
　ステップＳ４３では、図３の処理における許可フラグがオンであるか否かを判定する。
ＹＥＳであれば、ステップＳ４４へ進む。一方、ＮＯであればステップＳ４９へ進み、回
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生発電を実行する。つまりこの場合、車両における要求電力Ｗが大きい状況にあるため、
回生発電を実行することを選択する。
【００８６】
　ステップＳ４４では、ドライバのアクセル操作量の減少に伴い生じる車両の要求減速度
Ｄ２を算出する。具体的には、図１０の関係を用いて要求減速度Ｄ２を算出する。図１０
では、アクセル操作量と車速と減速度との関係が定められており、アクセルセンサ４１に
より検出したアクセル操作量（アクセルペダル踏み込み量）及び車速に基づいて要求減速
度Ｄ２を算出する。この場合、アクセル操作量が小さいほど、又は車速が大きいほど、要
求減速度Ｄ２として大きい値が算出される。
【００８７】
　続くステップＳ４５では、図３の処理で算出される要求電力Ｗを取得する。続いて、ス
テップＳ４６へ進み、要求電力Ｗに基づいて減速度閾値Ｂ２を設定する。ここで、減速度
閾値Ｂ２の算出に際しては、例えばアクセルオフかつクラッチオフの状態での車両の減速
度に基づいて、まずは基準値Ｂ２ｘが定められる。具体的には、図８に示す相関データを
用いて基準値Ｂ２ｘを算出する。この場合、図８のクラッチオフ時特性ＸＡは、アクセル
オフかつクラッチオフの状態での車両減速度と、車速との相関を示す相関データに相当し
、この相関データを用い、現車速に基づいて基準値Ｂ２ｘを算出する。
【００８８】
　そして、得られた基準値Ｂ２ｘに、補正値（例えば、係数β）を用いて演算処理するこ
とで閾値Ｂ２を算出する。ここで、係数βと要求電力Ｗとは、例えば図１１に示す相関関
係を有する。図１１より、要求電力Ｗが大きいほど、係数βは大きい値として算出される
。これにより、要求電力Ｗが大きいほど、減速度閾値Ｂ２は大きい値として算出されるこ
とになり、その結果、惰性走行よりも回生発電の方が選択されやすくなる。
【００８９】
　続いて、ステップＳ４７へ進み、要求減速度Ｄ２が減速度閾値Ｂ２よりも大きいか否か
を判定する。ステップＳ４７がＹＥＳであれば、惰性走行を開始することを決定し、ＮＯ
であれば、回生発電を開始することを決定する。
【００９０】
　なお、ステップＳ３５，Ｓ４４が「要求減速度算出部」に相当し、ステップＳ３７，Ｓ
４６が「減速度閾値設定部」に相当する。
【００９１】
　次に、図１２には、図３及び図６の処理をより具体的に示すタイムチャートを示す。図
１２では、まず車両１０が減速していない通常の走行状態であることを示している。タイ
ミングｔ１１で要求電力Ｗが電力閾値Ａ１よりも小さくなると、惰性走行の許可フラグが
オンにセットされる。そして、タイミングｔ１２で、ドライバのアクセル操作量が緩めら
れることで車両が減速状態となると、バッテリ１４のＳＯＣ等に応じて回生発電が実行さ
れる。その後、アクセル操作量の減少に伴い車両１０の要求減速度Ｄ２は徐々に大きくな
る。そして、車両の要求減速度Ｄ２が減速度閾値Ｂ２よりも大きくなるタイミングｔ１３
で、クラッチがオフされて通常走行（回生発電）から惰性走行に切り替えられる。
【００９２】
　続いて、タイミングｔ１４～タイミングｔ１５にかけて、短期負荷が駆動する。このと
き、電気負荷の消費電力としては一点鎖線のように推移し、一時的に電力閾値Ａ２よりも
大きくなる。しかし、かかる場合、短期負荷の駆動による消費電力は要求電力Ｗから除か
れるため、要求電力Ｗは変化しない。その結果、許可フラグはオンのままで維持され、そ
れに起因して惰性走行も維持される。その後、タイミングｔ１６で、ドライバのブレーキ
操作が開始されると、要求減速度Ｄ１は徐々に大きくなる。そして、車両の要求減速度Ｄ
１が減速度閾値Ｂ１よりも大きくなるタイミングｔ１７で、クラッチがオンされて惰性走
行が解除され、通常走行に切り替えられる。このとき、車両の減速状態において回生発電
が実施される。
【００９３】
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　次に、要求電力Ｗに基づいて減速度閾値Ｂ１，Ｂ２が変化する場合について説明する。
例えば図１２において、タイミングｔ１２以降に要求電力Ｗが二点鎖線の推移を示した場
合、要求電力Ｗは電力閾値Ａ２未満であるため、惰性走行の許可フラグはオンのまま維持
される。ただし、要求電力Ｗが実線よりも増加しているため、要求電力Ｗに基づいて減速
度閾値Ｂ２が例えばＢ２ｙに変更される。それに伴って、通常走行（回生発電）から惰性
走行への切り替えがタイミングｔ２１に移る。つまり、要求電力Ｗに基づいて減速度閾値
Ｂ２が大きい値に設定されることで、回生発電の実施期間がより長く確保される。
【００９４】
　一方、惰性走行中の場合、要求電力Ｗの増加により、その要求電力Ｗに基づいて減速度
閾値Ｂ１が例えばＢ１ｙに変更される。それに伴って、惰性走行から通常走行（回生発電
）への切り替えがタイミングｔ２２に移る。つまり、要求電力Ｗに基づいて減速度閾値Ｂ
１が小さい値に設定されることで、惰性走行から通常走行（回生発電）への切り替えのタ
イミングが早くなり、回生発電の実施期間がより長く確保される。
【００９５】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の優れた効果が得られる。
【００９６】
　惰性走行を行う機能及び回生発電を行う機能を有する車両において、惰性走行の実施条
件が成立する状態での車両における要求電力Ｗに基づいて、惰性走行とＩＳＧ１３による
回生発電とを選択的に実施するようにした。この場合、車両の電力要求に応じて、適度に
回生発電の機会を設けることができる。その結果、車両１０の電力状態を安定に保ちつつ
、燃費に良好な走行を実施できる。これにより、惰性走行及び回生発電を適切に選択して
実施し、燃費の向上を図ることができる。
【００９７】
　具体的には、要求電力Ｗが電力閾値よりも大きい場合は、回生発電を実施するようにし
た。これにより、要求電力Ｗが大きい場合に、バッテリ１４の電力消費を抑えることがで
きる。その結果、やはり車両の電力状態を安定に保つことができる。また、要求電力Ｗが
電力閾値よりも小さい場合は、惰性走行を実施するようにした。これにより、車両の要求
電力Ｗが小さい場合に、車両１０の走行距離を伸ばすことができる。
【００９８】
　また、電力閾値として二つの閾値Ａ１，Ａ２を設定し、これら閾値の間にヒステリシス
を設けた。これにより、要求電力Ｗの変動により、回生発電実施の状態と惰性走行実施の
状態とが頻繁に切り替えられ、それに起因してドライバビリティの悪化などが生じるとい
った不都合を抑制できる。
【００９９】
　車両の電気負荷１５には、一時的に駆動使用される短期負荷と長期的に駆動使用される
長期負荷が含まれると考えられる。この点を考慮し、惰性走行中において、駆動中の電気
負荷１５に短期負荷が含まれていれば、短期負荷が含まれていない場合よりも惰性走行が
選択されやすくするようにした。具体的には、要求電力Ｗを小さい値とするようにした。
かかる場合、短期負荷の駆動による電力分が除かれて、要求電力Ｗが算出される。これに
より、要求電力Ｗが短期的に電力閾値を上回ることで生じる惰性走行及び回生発電の頻繁
な切り替わりを抑制でき、ひいてはドライバビリティの悪化を抑制することができる。
【０１００】
　さらに、駆動中の電気負荷１５に長期負荷が含まれていれば、長期負荷が含まれていな
い場合よりも回生発電が選択されやすくするようにした。つまり、要求電力Ｗを意図的に
大きい値とするようにした。かかる場合、要求電力Ｗを実際よりも大きく見積もることで
回生発電が選択されやすくなり、長期負荷の継続的な使用に起因する車両の発電要求に応
えることができる。また、要求電力の変動を抑え、惰性走行及び回生発電の頻繁な切り替
わりを抑制することができる。
【０１０１】
　車両の電気負荷１５の使用状況は個々のドライバや車両によって様々である。この点を
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考慮し、走行中の電力消費に関する履歴情報に基づいて、電力閾値Ａ１，Ａ２を設定する
ようにした。さらに、車両の現時点の走行条件に応じて、履歴情報を取得するようにした
。この場合、履歴情報からドライバ又は車両の走行中の電力消費の傾向を把握することが
できる。また、電力消費に影響する走行条件を合わせた履歴情報を用いることで、要求電
力の大小比較の基準となる電力閾値として適した値を設定することができる。これにより
、ドライバ又は車両の運転傾向に応じた閾値を設定することができ、走行方式を適切に選
択して実施することができる。
【０１０２】
　惰性走行の実施には、車両の要求減速度が関与する。この点を考慮し、車両１０が減速
状態において、車両における要求電力Ｗに基づいて、減速度閾値Ｂ１，Ｂ２を設定し、要
求減速度Ｄ１，Ｄ２と減速度閾値Ｂ１，Ｂ２とに基づいて、惰性走行と回生発電とを選択
的に実施するようにした。これにより、惰性走行の実施に関わる要件である減速度に車両
の電力状態を反映することができる。
【０１０３】
　具体的には、惰性走行状態における車両の要求電力Ｗに基づいて減速度閾値Ｂ１を設定
するようにした。これにより、惰性走行の継続又は解除の判断に車両の要求電力Ｗを反映
することができる。また、減速度閾値Ｂ１と要求減速度Ｄ１とを比較して、要求減速度Ｄ
１が減速度閾値Ｂ１よりも大きい場合は、惰性走行を解除して回生発電を実施するように
した。かかる場合、回生発電へ切り替えることで、バッテリ１４の電力消費を抑えるとと
もに、回生発電に伴う負荷、つまり回生ブレーキによって車両の要求減速度Ｄ１に応える
ことができる。一方、要求減速度Ｄ１が減速度閾値Ｂ１よりも小さい場合は、惰性走行を
維持するようにした。この場合、惰性走行を実施することで、走行距離を伸ばすことがで
きる。以上により、惰性走行及び回生発電を適切に選択して実施し、燃費の向上を図るこ
とができる。
【０１０４】
　また、要求電力Ｗが大きいほど、減速度閾値Ｂ１が小さい値となるようにした。この場
合、惰性走行の状態において、減速度閾値Ｂ１が小さくなることで惰性走行から回生発電
への切り替えが実施されやすくなる。これにより、車両１０の電力状態に応じた走行を選
択することができる。
【０１０５】
　上記実施形態を例えば次のように変更してもよい。
【０１０６】
　・上記実施形態では、バッテリセンサ４７により検出された充放電電流の検出値に基づ
いて消費電力を算出したが、この手法に限られない。例えば、各電気負荷１５に設けられ
たスイッチのオンオフを検出する手段を設け、その各電気負荷１５のオンオフの検出結果
に基づいて消費電力を算出する構成としてもよい。
【０１０７】
　・上記実施形態では、車両における要求電力Ｗとして電気負荷１５の消費電力を用いた
が、これに限らず、例えば車両における要求電力ＷとしてバッテリＳＯＣを用いる構成と
してもよい。この場合、バッテリＳＯＣが小さいほど車両における要求電力Ｗは大きい値
となり、バッテリＳＯＣが大きいほど車両における要求電力Ｗは小さい値となる。
【０１０８】
　なお、ＳＯＣの算出は、開放端電圧（ＯＣＶ）に基づく推定法と電流積算による算出法
とを用いて行われる。ここでは、バッテリ１４の開放端電圧を取得し、その取得値と、開
放端電圧及びＳＯＣの対応関係を表すマップとを用いて、ＳＯＣの初期値を推定するとと
もに、バッテリ１４に流れる充放電電流を取得し、その取得値の累積計算により逐次のＳ
ＯＣを算出する。
【０１０９】
　・駆動中の電気負荷１５に短期負荷が含まれているかの判定について、以下のように変
更してもよい。例えば、惰性走行中に電気負荷１５がオフからオンに切り替わることに伴
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って、要求電力Ｗが電力閾値よりも大きくなった場合に、電力閾値よりも大きくなってか
らの経過時間を計測し、その経過時間が所定時間になったら、惰性走行の許可フラグをオ
フに設定するような構成としてもよい。この場合、電気負荷１５が所定時間連続して駆動
していることで短期負荷でないと判定することができる。
【０１１０】
　・上記実施形態では、図３のステップＳ１１において電気負荷１５が含まれると判定さ
れた場合に、ステップＳ１２で短期負荷が含まれているかの判定を行う構成とした。この
点、例えばステップＳ１２の判定を行わずに、ステップＳ１４へ進み、長期負荷が含まれ
ているかの判定を行う構成であってもよい。かかる場合、長期負荷が含まれていればステ
ップＳ１５へ進み、長期負荷が含まれていなければステップＳ１６へ進み、消費電力をそ
れぞれ算出する。
【０１１１】
　・上記実施形態では、電力閾値Ａ１，Ａ２を設定し、これらの閾値の間にヒステリシス
を設けたが、ヒステリシスを設けずに電力閾値を設定してもよい。
【０１１２】
　・電力閾値Ａ１，Ａ２は過去の走行時の履歴情報に基づいて、学習される構成であって
もよい。例えば、一回のドライブサイクル毎に走行中の消費電力や電力収支を算出し、そ
れに基づいて次回のドライブサイクル時の電力閾値を決定するような構成であってもよい
。閾値を学習することにより、適合工数を削減することができる。
【０１１３】
　・電力閾値の設定に用いる履歴情報は、１回分の走行時の履歴情報であってもよく、複
数回分の履歴情報であってもよい。なお、複数回分の履歴情報を用いた方が信頼性の点か
ら好ましい。
【０１１４】
　・本実施形態では、減速度閾値Ｂ１，Ｂ２を、基準値Ｂ１ｘ，Ｂ２ｘと係数α，βをそ
れぞれ演算処理することで算出した。この点、要求電力Ｗに応じて減速度閾値Ｂ１，Ｂ２
を設定できる構成であれば特に制限されない。例えば、減速度閾値Ｂ１，Ｂ２は、要求電
力Ｗと要求減速度Ｄ１，Ｄ２とに応じて予め設定されたマップを用いて取得することが可
能である。また、要求電力Ｗとの相関式に基づいて直接算出する構成であってもよい。
【０１１５】
　・本実施形態では、要求減速度Ｄ１をブレーキ操作量（ブレーキペダル踏み込み量）に
基づいて算出したが、この方法に限られない。例えば、ブレーキ圧センサ４６により検出
されたマスタシリンダ圧に基づいて、要求減速度Ｄ１を算出する構成であってもよい。ま
た、ドライバのブレーキ操作に関するパラメータを用いずに車両状況から要求減速度を算
出することも可能である。この場合、例えば車速の微分値から、勾配抵抗分や補機動作抵
抗分等の減速度を差し引いた値に基づいて要求減速度を算出することができる。
【０１１６】
　・上記実施形態では、回生発電を行う装置としてＩＳＧ１３を用いたが、モータ部によ
る動力出力機能は必ずしも必要ではなく、回生発電の機能のみを有するオルタネータ等の
回生装置であってもよい。
【０１１７】
　・上記実施形態では、ＩＳＧ１３を、クラッチ装置１９に対して動力源側に設置する構
成とした。つまり、ＩＳＧ１３をエンジン出力軸１２に駆動連結させ、エンジン出力軸１
２の回転に基づいて回生発電を行う構成とした。この点、ＩＳＧ１３の設置位置はこの位
置に限らず、例えば、クラッチ装置１９に対して車軸側に設置する構成であってもよい。
つまり、ＩＳＧ１３を動力伝達経路上に設置し、トランスミッション入力軸２１やトラン
スミッション出力軸２２の回転に基づいて回生発電を行う構成としてもよい。また、動力
源側と車軸側との両方の位置にＩＳＧ１３を設置する構成としてもよい。
【０１１８】
　・上記実施形態では、惰性走行中においてその惰性走行を解除して回生発電を実施する
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場合、及び通常走行中において惰性走行又は回生発電を開始する場合の各々について、車
両の要求電力を考慮して、惰性走行又は回生発電を選択的に実施する構成とした。この点
、これを変更し、惰性走行中においてその惰性走行を解除して回生発電を実施する場合の
制御、及び通常走行中において惰性走行又は回生発電を開始する場合の制御のいずれか一
方のみを実施する構成であってもよい。
【符号の説明】
【０１１９】
　１０…車両、１１…エンジン、１３…ＩＳＧ、１４…バッテリ、１５…電気負荷、１９
…クラッチ装置、２１…トランスミッション入力軸、２２…トランスミッション出力軸、
３１…エンジンＥＣＵ（車両制御装置）。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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